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動物との関わりをスローライフにつなげよう
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◎大和田前田供養塔
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情報公開・個人情報保護制度
★情報公開制度
　　情報公開制度は、市民の皆さんに市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより進めていただくために、
　市が保有する行政情報を請求に応じて公開する制度です。

★個人情報保護制度
　　個人情報保護制度は、市が保有する個人に関する情報を適正に管理するルールを定めるとともに、開示及び
　訂正などを請求する権利を保障する制度です。

★情報公開・個人情報開示運用状況

区分 請求件数
処理状況（内訳）

公開・開示 部分公開・部分開示 非公開・非開示 不服申立て
公文書公開 16件 ８件 ３件 ５件 ０件
個人情報開示 17件 17件 ０件 ０件 ０件

■請求から公開までの流れ

公開の請求または訂正・利用停止請求

　原則として、請求を受理した日の翌日から15日以内
に公開・部分公開・非公開を決定し、その結果を通知
書によりお知らせします（訂正・利用停止等も同様に
決定し回答します）。

　※郵送を希望される方は別途郵送料がかかります。	
　※部分公開決定及び非公開決定とされた方で不服がある場　
　　合は、60日以内に不服申立てをすることができます。

Ｑ．個人情報とはどのようなものですか？	
Ａ．個人に関する情報であって、これに含まれる氏名・生年月日その他の記述により、特定の個人を識別するこ
　　とができるものをいいます（他の情報と照合することで、特定の個人を識別することができるものも含みます）。
Ｑ．個人情報保護を理由に、国勢調査に関する報告を拒否することはできますか？
Ａ．国勢調査は、統計法に基づき実施されていますので、報告が義務付けられています。

問本庁舎総務課☎㉒1111　内2312

　公文書の公開または個人情報の開示の請求は、
本庁舎総務課・各庁舎総務課で受け付けていま
す。
　また、個人情報の内容が事実でないときや目的
以外の利用がなされた場合は、訂正・利用停止を
請求することができます。

■書類を閲覧する場合

■書類の写しを交付する場合

１ モノクロコピー
（Ａ3判以下） 1枚につき10円

２ カラーコピー
（Ａ３判以下） １枚につき100円

３ １、２以外の方法に
よる写し

当該写しの作成に要す
る費用

決定のお知らせ

無料

<個人情報に関するＱ＆Ａ>

問本庁舎企画政策課
　☎㉒1111 内2327

「大沼線」

　「大沼線」は、白河駅から芦の口までの約８㎞を約20分で結ぶ路線
で、主に学生や高齢者が利用しています。
　沿線には、古墳や供養塔などの史跡名勝があります。また、本沼バ
ス停付近には、果樹園が多く直売所もたくさんあります。
　なお、詳しい情報は、市のホームページでご覧いただけます。

　源
みなもとのよしいえ

義家が奥州下向のおり、
仮寝した所と伝えられていま
す。古歌にも詠まれ、遠く都
にも聞こえた森であったとい
われています。

　古代白河郡の長官クラスの
墓と考えられる円墳で、国指
定史跡です。近くには、新た
に国指定史跡となった野地久
保古墳も存在しています。

　右は、梵
ぼ ん じ

字（大
だいにちにょらい

日如来）、左
は阿弥陀如来来迎像を刻んで
います。二基とも鎌倉時代の
ものと推定されています。市
指定重要文化財です。
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刻した供養塔。残された紀
年名から鎌倉時代のものと推
定されます。市指定重要文化
財です。

　ふくしまの水30選のひとつ。
昔から水量が豊富で、生活用
水や農業用水に利用されてい
ます。ほとりのケヤキとフジ
は、県の緑の文化財です。

　しかし、一部では、動物虐待や遺棄などのトラブル
も増えているのが事実です。この機会に動物とのふれ
あいや正しいペットの飼い方について見つめ直しまし
ょう。
　空前のペットブームと言われ、ペットを飼う家庭が
増えています。それに伴って、犬の散歩時にふんの置
き去り、ペットの放し飼い、ペットの鳴き声に迷惑し
ている等、ペットに関する苦情が増えているのが現状
です。ふんの置き去りは「白河市うつくしいふるさと
づくり条例」で禁止されています。違反者には氏名等
公表の罰則があります。

　動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにして
くれる、人間にとってかけがえのない存在です。責任
を持って動物を飼うことにより、人と動物が共生した
よりよい社会を目指して、スローライフにつなげまし
ょう。

《犬の登録と狂犬病予防注射》　
　生後91日以上の犬は、生涯１回の登録と年１回の狂
犬病予防注射の実施が法律で定められています。
　そのため、飼い犬の登録をまだしていない場合は、
本庁舎生活環境課または各庁舎市民福祉課で必ず登録
をしてください。
　また、狂犬病予防注射をまだ受けていない場合は、
最寄の動物病院で受け、本庁舎生活環境課または各庁
舎市民福祉課で注射済票の交付を受けてください。

■動物愛護　
　９月20日から26日までは、
「動物愛護週間」です。
　近年、犬や猫をはじめとす
る動物は、ペットとしての枠
を超え、人間のパートナーと
言える存在になっています。

問本庁舎生活環境課☎㉒1111　内2165
　各庁舎市民福祉課　表郷☎㉜2113　大信☎㊻3974
　東☎㉞2113


